














■ 株主メモ
決 算 期 3月31日

定 時 株 主 総 会 6月下旬
（議決権行使株主確定日3月31日）

公 告 の 方 法 当社のホームページ（URLはhttp://nissin.jp/）に掲示いたします。但し、事故等のやむを得ない
事由により当該電子公告を行うことができない場合は、京都市で発行の京都新聞と東京都・大阪市
で発行の日本経済新聞に掲載して公告いたします。

上場証券取引所 東京（一部）

株主名簿管理人・
特別口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

株主名簿管理人�
事 務 取 扱 場 所

大阪市中央区北浜四丁目5番33号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

　（郵便物送付先） 〒168－0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

　（電話照会先）  0120－782－031

　�⎛インターネット⎞
　�⎝ホームページ�URL⎠ https://www.smtb.jp/personal/agency/index.html

■ 「株券電子化」関連等のご連絡事項
１．平成21年1月5日より実施の「株券電子化」に関連し、証券保管振替機構（ほふり）に当社株券を預託すべく証券会

社に口座を開設する手続きをお済ませでない株主各位につきましては、上記の三井住友信託銀行に「特別口座」を
開設しております。（ご照会や住所変更のお届出などは上記の「電話照会先」へお願いいたします。）

２．その「特別口座」では、単元未満株式以外の当社株式の売買ができず、ご不便かとも存じますので、証券会社にご
口座を開設し、当社株式を「特別口座」から移されることをご推奨申しあげます。	

（その手続きの詳細は上記の三井住友信託銀行あてお問い合わせください。）

３．すでに証券会社に上記ご口座を開設済みの株主各位におかれましては、住所変更のお届出、単元未満株式の買取・
買増請求、配当金の受取方法のご指定などについては、ご口座開設先の証券会社あてにご照会をお願いいたします。

４．平成27年10月5日施行の「マイナンバー制度」に関連し、「株式等に関するマイナンバーお届出のご案内」を同封し
ておりますので、ご確認ください。

株主のみなさまへ

平成30年 4月 1日から
平成30年 9 月30日まで
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